
債務負担行為 LED化等省エネルギー事業

老朽化した設備を省エネルギー設備に改修することで，快適な公共空間を提供するとともに，照明
器具交換等の維持管理コストを削減する。

新規 ・ 拡充

目 的

本事業は，公共施設照明のLED化を中心とした省エネルギー改修を22施設で行うもので，
約13,000灯の照明をLEDに，一部の空調及び水栓を省エネ型に改修する。改修に要する費用は，後
年度以降，省エネによって削減される光熱水費に相当する額を充てて，サービス料として支払うため，
市の新たな財政負担が生じない。

【対象施設】
小学校14校，中学校5校，石下庁舎，地域交流センター，生涯学習センター
【スケジュール】
令和2年度当初予算 債務負担行為設定（16年間）

契約，省エネルギー改修工事の施工
令和3年度から17年度 サービス料の支払い（27,551千円／年）

内 容

資産管理課 予算書P8 金額413,265千円（限度額）
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